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公益社団法人移動通信基盤整備協会
2026年3月31日 

地下鉄等における「シェアリング協力整備」
の取り組み状況と今後の展望について

資料12－９
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本日の内容

 JMCIAの概況

地下鉄等におけるシェアリング協力整備の取
り組み状況

今後に向けた展望
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JMCIAの概況
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JMCIAの概況 ～法人概要～
◆法人名
公益社団法人移動通信基盤整備協会 
（英名：Japan Mobile Communications Infrastructure Association）

◆事業概要
地域社会の健全な発展のため、全国の道路トンネル・鉄道トンネル・医療機関へ、大都市圏の
地下鉄・地下街へ、携帯電話サービス用の通信設備を構築しています。 

◆所在地
東京都千代田区永田町二丁目14番2号 山王グランドビル

◆沿革
1994年 9月27日 社団法人道路トンネル情報通信基盤整備協会設立

（郵政大臣・建設大臣設立許可）
2005年11月17日 社団法人移動通信基盤整備協会へ名称変更
2013年 3月22日 内閣総理大臣から公益社団法人認定
2013年 4月 1日 公益社団法人移動通信基盤整備協会へ移行登記
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JMCIAの概況 ～法人概要～

正会員 ２６社
賛助会員 ４５社

◆会員

（令和7年3月31日現在）

◆対象施設数

（令和7年3月31日現在）

対象施設数 ４,７０９
内訳 道路トンネル １,９６８

鉄道トンネル ７５８
地下駅 ９４４
地下駅間 ９３８

地下街・地下駐車場 １０１
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JMCIAの概況 ～規模感～
 携帯電話事業者が、 共同で電波遮へいエリアにおける移動通信サービスの中継施設の基盤
整備と維持管理に取り組むための社団法人を1994年に結成し、収支相償の原則のもと、
利益を求めず、今日まで当該事業を継続してまいりました。

 近年の事業の規模感は、支出ベースで約500億円、正味財産（設備）ベースで約1,000
億円です。
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JMCIAの概況 ～各施設への対策～

 地下駅・駅間等
約2,000施設

 鉄道・道路トンネル
約3,000施設

 公共的エリアにおける基盤整備と最適な品質確保

 高速道路や新幹線トンネルをはじめ、主要な国道トンネル、地下街、地下駅、医療機
関等、公共的なエリアに対する基盤整備を行ってまいりました。

 携帯電話事業者が共同し、各世代の移動通信システム及び全周波数の有効活用に
よる最適な品質確保を図りつつ、コスト最適な整備を進めてまいりました。

7

 携帯電話事業者が共同したコスト最適な整備

費用

工事 物品調達 保守装置開発
費用 費用 費用

事業者で公平に負担

負担金

負担金

負担金

負担金

事業者
要望

負担費用

対策に要した費用を、そのまま、各事業者で公平に負担
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地下鉄等における「シェアリング協力整
備」の取り組み状況
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シェアリング協力整備
～電波遮へい対策事業における基本方針とシェアリング協力整備～

 電波遮へい対策における主な目線として、「限られた設置スペース」、「不特定多数のユー
ザによる通信（地下鉄等）に対する品質確保」があり、コスト最適な設備構成により、
全てのユーザが安定して通信できるよう、４事業者の全ての周波数に対応した装置開発
と設置工事及び保守運営を「携帯電話事業者による共同整備」として進めております。

 このような状況における、シェアリング対応を考える場合、品質・コスト・継続的なサービス
提供等に配慮したありかたを考慮する必要があります。

 そのような中、様々な事業者がシェアリング事業に新たに参入している状勢に鑑み、「携
帯電話事業者による共同整備」の一部領域において、こうした事業者の参画による地下
鉄等における5G整備の更なる促進に向けて、 「シェアリング事業者との協力整備」を検
討することとしました。

 各移動通信システム及び周波数に順次対応
全てのユーザが安定して通信できるよう、
全4携帯電話事業者の要望に基づく全ての周波数に対応

 各技術及び周波数に順次対応した装置
開発と設置工事及び保守運営

800MHz帯 700MHz帯900MHz帯

２GHz帯1.5GHz帯

４GHz帯

1.7GHz帯

３GHz帯
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シェアリング協力整備 ～協力整備の概要～

 JMCIAが、地下鉄等において4G通信基盤を整備した施設において、5G等の
適所的な展開に向けて、シェアリング事業者が5G中継設備を整備し、JMCIA
は施設管理者（設置契約等）、シェアリング事業者、携帯電話事業者（対象
エリアの選定、シェアリング事業者の決定等）とのハブとなることにより、円滑な
協力整備を図ることとしました。

携帯電話事業者 携帯電話事業者 携帯電話事業者 携帯電話事業者

基盤的整備

5G等 適所的整備 施設
管理者

シェアリング事業者

携帯電話事業者がシェアリング事業者を決定し、シェアリング事業者及びJMCIAで協力整備を実施
携帯電話事業者が、「協力整備」対象となる施設を選定

契約等
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シェアリング協力整備 ～実施スキーム～

携帯電話事業者 携帯電話事業者 携帯電話事業者 携帯電話事業者

シェアリング事業者A 様 シェアリング事業者B 様

協定
（既存）

契約 契約

契約 施設管理者 様

請求請求

請求

按分
負担

按分
負担

按分
負担

按分
負担

JMCIAが発生した全ての

施設管理者、シェアリング
事業者、携帯電話事業
者との間でハブとなり、整
備の円滑化を推進

＜携帯電話事業者の期待＞
シェアリング事業者間による健全な競争原理により、シェアリング事業者の整備のコスト及び品質等による競争が促進し、安定
し且つ低廉な通信基盤の継続的な整備の推進

携帯電話事業者が意思を反映でき得るスキーム等により、施設管理者と携帯電話事業者との堅実な関係性が継続し、安
定的に設置スペースや電源等を確保し、永続的なモバイルネットワークの整備の推進

費用を収支相償のもと、携帯電話
事業者に按分
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シェアリング協力整備 ～トライアルの実施～

 「シェアリング協力整備」の実施に当たり、 2025年2月から神戸市交通局「新
神戸駅」及び仙台市交通局「仙台駅」において、トライアルを実施しております。

トライアル開始から、概ね1年でのサービス開始の目処がつき、「シェアリング協
力整備」による、5Gインフラ整備促進の有効性を確認できました。

弊協会HPでのリリース（2025年2月12日）
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シェアリング協力整備 ～協力事業者の公募～
 トライアルの実施状況を踏まえ、協力整備の趣旨に賛同するシェアリング事業者に参加
いただき、シェアリング事業者間における健全な競争原理等により、安定し且つ低廉な通
信基盤を継続的に整備すべく、協力整備に関する公募を2025年10月より実施し、
2026年３月に協力事業者を４社選定しました。

 2026年度以降も引き続き、更なる「シェアリング協力整備」に取り組み、全国の地下鉄
駅等における5Gインフラ整備を加速いたします。

弊協会HPでのリリース（2025年10月1日） 弊協会HPでのリリース（2026年3月13日）
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社会インフラとしてのモバイルネットワークの継続的な整備・維持管理について、鉄道利用者・
携帯電話利用者のために、双方は協力して取り組む
携帯電話サービスエリア等について、双方の意向を尊重し協力して整備に取り組む

携帯電話事業者

携帯電話事業者

携帯電話事業者

携帯電話事業者

JMCIAシェアリング事業者
＜鉄道事業者グループ＞

鉄道事業者

協力整備協定 参画
意向 按分

精算
各意向等・調整等

「シェアリング協力整備」の円滑な実施に向けて、施設管理者である鉄道事業者等と携
帯事業者との間で、社会インフラであるモバイルネットワークを継続的に整備できるよう、
双方がお互いの意向を尊重し、取り組んでいけるような協定を締結することを協議して
おります。

協力整備の成果を踏まえ、今後の展望として、「社会インフラであるモバイルネットワー
クの整備促進に向けた関係者（施設管理者・携帯電話事業者・シェアリング事業
者）の互恵的関係の構築」につなげていくことを検討しております。

シェアリング協力整備
～施設管理者（鉄道事業者グループ等）との協定～

◆協定の方向性
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今後に向けた展望
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モバイルネットワークの整備促進に資する関係者間の互恵的関係の構築を目指して
～コンソーシアムの立ち上げ～

 コンソーシアムの目的
社会インフラであるモバイルネットワークの整備促進に向け、関係者（施設管理者・シェアリ
ング事業者・携帯電話事業者）の互恵的関係の構築を目指して、シェアリング事業者が、
新たな枠組み（コンソーシアム）を立ち上げることを検討しております。
 「インフラシェアリングガイドライン」等、既存の法制度の適切な運用
 インフラシェアリングに関わる様々な課題等に対して、モバイルネットワーク環境整備の
最適化も視野に入れつつ、シェアリング関係者による能動的な取り組みを通じた、各検
討等の推進

 シェアリング業界の社会的認知の向上及び外部向け発信
 コンソーシアムの構成（検討案）

 シェアリング関係者による能動的且つ主体的な取り組みを勘案した座組
 中立性の確保（外部有識者の参画等）
 趣旨に賛同するシェアリング事業者による枠組みからスタートし、将来的には、互恵的
関係の構築に向けて、シェアリング関係者全体への拡大も検討

 事務局機能はシェアリング事業者及びJMCIAが担う（総務省もオブザーバー参加）
 今後のスケジュール（予定）

 各検討等を進め、2026年夏頃のコンソーシアム立ち上げを目指してまいります。
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